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それなら私にもできそう！ 

指名委員会（※例年１１月～１２月ごろ発足） 

●会員からのアンケートをもとに次年度の役員候補の選出を行います。 

●総会の承認を得て新役員を決定します。 

 

 

 

「役員や委員って、どうやって決めるの？」 

～ 選出方法と免除について ～ 

 

 

役  員 …… アンケート用紙にて立候補を募り、指名委員会を発足します。 

その後、アンケート用紙をもとに指名委員会で役員を選出します。 

 

文化委員、健康推進委員 

地区委員、指名委員   

 

学年委員（新 2 年～新 6 年生）… 2月下旬にアンケートを配布。 アンケートをもとに 

3 月上旬～ くじ引きを行ないます。 

 

学年委員（新 1 年生）…入学説明会にてアンケートを配布しますので、入学式の日に 

ご提出ください。 アンケートをもとにくじ引きを行ないます。 

 

 

《免除について》 

下記に当てはまる保護者以外は基本的に免除はありませんが、 

役員や委員に選出されてもご家庭の都合やお仕事の状況に合わせて  

会議や活動への参加については柔軟に対応いたします。ご安心ください♪ 

 

 

★免除対象者（すべて該当年度になります） ・すでに PTA 役員、各種委員に選出されている方 

・青少年育成指導員をされる方 

・1 年とおして補導員を担当される方 

それぞれの町会ごとに取り決めた方法で委員を選出します。 


